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、 1 令和3年度における財政運営

(1)平成30年度都道府県単位化の概要について
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全
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※納付金の額は、市町村ごとの医療費水準と所得水準を考慮

改革前(H29まで)

に

にして
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市南村φ謡靴泌
盲保特別会"',

ごとの

(保険給付費等交付金の交付)ことにより、国保財政の

ごとに

L'.、'^^・タ

した
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改革後(H30~)

長崎市の

R3納付金

約132億円
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や_、保陰輪世!Ξ

保険料・・保険給付費

◆改革後(H30~)における長崎市の納付金及び保険税の算定方法

する。
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1 市町村φ1繕雛捻、
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紬位金

(歳出)

(歳入)
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※従来の長崎市の保険税

(歳撫)

}収入

(県全体)国・県等支出金

交付金

(県全体)保険給付費等

(歳入)国・県等支出金、,t・金゛1

(長崎市)保険給付費等

保険料

長崎市の

本来の納付金

約139{意円

保険給付費

確保すべき保険税

1{,,^武^^里^弐■計風

置●■宝、゛宝、劉匿,

゛・・・・^県議捌珊他市町の

隆難幾製1 納付金

保険給付費等交付金
(原爆等)、一般会計

繰入金(保険基盤安
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定費等)など
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(2)令和3年度国民健康保険事業費納付金.(県提示)

医療給付費納付金

後期高齢者支援金等納付金

区

介

分

制度改革後は、市町は、県が示す国保事業費納付金を県に納付しなけれぱならな

い。'(改正後の国民健康保険法第75条の7第2項)

当該納付金につぃては、主に国保税や一般会計繰入金(保険基盤安定費)等の財

源を充当する。

納

三十

付

(・3)令和3年度長崎市国民健康保険税の税率等について

制度改革後は、県が各市町に提示する標準保険税率を参考にして、市町が独自の

保険税率を決定する。

ア標準保険税率と現行税率との比較

(ア)長崎県が示す標準保険税率

金

7般

9,552,454

2,766,190

13,151,653

833,009

退職

2,260

(単位:千円)

所得割(%)

区分

均等割(円)

732

平等割(円)

2,992

き十

9,554,714

(イ)現行税率

2,766,922

基礎分

所得割(%)

13,154,645

833,0仭

区分

均等割(円)

9.14%

28,938

平等割(円)

後期高齢者支援金等分

20,37フ

(ウ).増減

基礎分

所得割(%)

区分・

3.13%

8.10%

均等割(円)

9,925

介護納付金分

24800

平等割(円)

後期高齢者支援金等分

6,989

('(ア)

18,400

【令和3年度における1人あたり税負担額の比ま幻

基礎分

2.5眺

10,392

3.00%

(イ))

現行.税率①

9,500

1.叫%

5,379

介護納付金分

県標準保険税率②

4,138

6,900

後期高齢者支援金等分

畳十

区分

差ぢK②一①)

1,9刀

14.86%

49,255

2.3眺

32,745

8,700

0,13%

4,900

介護納付金分

425

・十

釣

一般・現年調定額
(見込)

13.40%

43,000

0.2眺

30,200

1,692

479

升

8,233,624千円

9,262,957千円

1.46%

1,029,333千円

6,255

2,.545

1人あたり
税負担額(見込)

2

89,424円

98,748円

9,324円

護
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イ国保の現状

(ア)被保険者数について

105,000

100,000,

被保険者数の推移(人)

95,000

工02773_

98,932

90,000

85,000

80,000

93804 -

95882

H29

/ー

被保険者数'(人)

(3月~2月の平均)

^ー゛.^

H30

92186

Rフ毛

82851豈^

陀推計'腿推計 R4推計稲推計

28,000

27,000

26,000

25,000

24,000

23,000

22,000

21ρ00

20,000

19;000

H29実韻

長崎市国保の被保険者数は、人

口減少や高齢化に伴う後期高齢

者医療制度への移行などの影響

・で、年々減少している。

70~74歳の被保険者数は、団塊

の世代の影響により、令和3年度

まで増加し、その後、後期高齢者

への移行により減少することが見

込まれる。

、"^ト

82,838

102,フ73

日30実緩

70~、74歳被保険者数の推移(人)

98,932

R元実績

95,882

25,538

22970

R2推計

25'108

19,フ70

30.8%

^,^.^^

21259

93,804

ー.^"、^^
゛

(3月~2月の平均)

R3推計

H29

70~74歳(人)

門

H29:ト!

団塊の世代が70歳代へ

92,186

亀^ーーー^、-1."一〕一、ーー"ーー〕一^{.^ーーーー^ー^,^ーーー.ー、ーー、

R4推計

害"ム

H30

.

'ー,毛'2715S、

H29実績

27、5お

87,851

R元

R5推計.

19,フ70

H30実績

19.2%

82β38

、

叙推計

21,259

25538

R元実疲

21.5%

胎挫計

22,970

R2推計

24.0%

M推計

25,108

26.8%

R3推計

゛

R5推計

27,525

R4推計

29.9%

27,155

309%

R5推計
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(イ)国保税の状況

8,500,000

8,000,000

フ,500,000

フ,000,000

6,500,000

6,000,000

^課税額(現年課税分)(千円)^・-i人あたり課税額(現年課税分)(円)

H27 H28

(現年課税分のみ)

課税額・(千'円)

1人あたり課税額(円)

H29

収納額(千円)
1人あたり収納額(円)

H30

95,000

90,000

85,000

80,000

75,000

70,000

(ウ)保険給付費の状況

H27実綾

R2推計腿推計

国保税の課税額は、平成28年

度の税率改定により、一旦は増
加しているがイ'その後、被保険

者数の減少などにより、年々減

少傾向にある。

'方、1人あたり課税額は

90,000円前後で推移している。
なお、R元実籟で中核市60市

中42位と低い状況である。

8,656,734

フフ,267

7β59,076

.

H28実績

41,000,000

39,000,000

37,000,000

35,000,000

33,000,000

31,000,000

29,000,000

27,000,000

9,596.341

70,148

396,858

、

88,629

8,714,270

,

H29実績

.

9,205,681

80,483

414282
402204

保険給付費の推移

89,573

8,413,161

H30実綾

81β62

8,91,1,490

422435

H29 H30・ R元

^保険給付登(千円)

90,07フ

8,185,100

R元実績

430379

8,582,27フ

82,735

89,509

フ,866,738

R2推計

保険給付費(千円)

443,685

8,481,071

1人あたり保険給付費.(円)

82,046

37;530 420,000

R2推計胎推計 R4推計 R5推計

^1人あたり保険給付賓(円)

90,413

フ,フ70,719

R3推計

440,000

8233,627

82β40

保険給付費総額は、被保険者数の減
少により年々減少している。
一方、_1人あたり保険給付費は高齢者

数の増加や医療の高度化などにより、
年々増加傾向にある。
今後は;一人当り保険給付費の高い

70~74歳の被保険者数のピークを令和
3年度と見込んでおり、令和4年度から
は、団塊の世代が順次、後期高齢者医

療へ移行し、70~74歳の保険給付費が
大きく減少することにより、保険給付費

総額も減少幅が大きくなることが見込ま
れる。

、400,000

380,000

360,000

340,000

320,000

300,000

89,315

フ,557,998

H29実績

40,786,266

別.986

396β58 443,685

H30実績

40,28長514

407204

R元実績

39,722,208

414282

R2推計

90413-

39,626,115

422,435

R3推計

4

39,674,933

430,379

R4推計

38,437,430

437,530

R5推=十

36,753,993
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(エ)国保事業費納付金の状況

14,(玲0゛(沿0

13,500,伽0

13,伽0、(玲0

12,500,mo

12;Φ0,卯0

21゛500,ω0

11,卯0,卯0

10'500,伽0

国保事業費納付金の推移

142263

147739

R元H30

^国保事業潰納付金(千円)

国保事業費納付金(千円)

143437

1人あたり納付金(円)

前朔高齢者交付金の
精焦(追加交付)によ

り納付釡力ξ減少"ーー

^

ウ国保の財政状況

^^

150,0(X)

1帖.0ω

146,0α)

IU,0Φ

142,om

1和ρω

1露.0α〕、

136,0Φ

1剥,0〔0

132ρm

130,om

H30実績

42.697

M本算定R2

^1人あたり納付金(円)

14,074,351

①前年度繰越金

H30の県単位化により新たに

導入された国保事業費納付金
は、県が、'全ての市町か.ら集

約した被保険者数や医療費等
の情報及ぴ、国から通知され

る係数をもとにシステムにより

算定を行い、毎年11月に仮算

定、翌年1月に本算定(確定)
を行い、市町に通知する。

R元年度は納付金及び1人あ
たり納付金ともに前年度から
増加したが、国庫補助金等の

精算行為などにより、各年に
おいて増減があり、'R2、R3年
度はい.ずれも減少している。

142,263

J

②歳入
(①、⑥を含まなし、)

R元実績

14,1価,538

③歳出
(⑤を含まなし、)

+、、、既一.ー、●

,②⑧・

147,・739

H28決算
(税串改定)

R2実漬

5

※収支差引

(④,{1"⑥・⑤)

13,454,9駆

4"^'^

⑤基金積立金

143,437

194' 111

65.691,165

⑥基金繰入金
(取崩)

胎本算定

13,154,643

H29決算

65,106' 224

臓籍霧瓢鷲

虚

142,697

刀9.052

゛尻゛

64.932,473

H30決算
(県単位化)

.,

フ79,052

63.912.676

平成28年度に税率改定を行ったが、平成30年度以降、単年度収支は赤字に転じ、令和2年度も

赤字が見込まれるが、これまでは収支不足を基金で補填し、税率を据え置いてきた。

令和3年度においても、'引き続き、赤字となり、残りの基金(R2年度末基金残額約23億円)を全て

投入し補填しても収支不足(約3.1億円)が生じることが見込まれる。

1.382.241

^^6

55,271,田8

318

1,382,241

R1決算

318

55,フ70.288

1"' Nf*"玉凡一1 枇 h",

416,608

2U.120

^熱11'1鄭

54,07フ.352

」

R2決算見込

2U.120

54.570,724

}、'1暫郡類1

0

ノ

639,451

(単位:千円)

製甑"、問5す女)';1『咳爲・、'牛・、1轟が

224.416

53,366,946

R3予算見込

224,416

53.780,488

"瓣・ 4§畢淡1,・叫、、匡鞠声^"

0

逃靴迷励.

53,065.653

473.723

55

166.355

53,600,588

器醍鰄五融゛ム

388

355,869

308,031'

111甫・ 11

226.910
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エ'収支不足への対応策

令和3年度の収支不足(約3.1億円)については、税率は現行のまま据え置き、.一般会計か

ら借り入れることにより補填し、・令釆叫年度以降の改定を検討することとしたい。

B里由】

①被保険者には低所得者が多く、コロナ禍での税率引上げは生活状況の悪化が懸念されるこ

と。

②国もコロナ禍を踏まえ、上位所得者に係る課税限度額をR3年度は据え置くこと。

③固定資産税も、コロナ禍により全ての土地を対_象にR3年度税額の負担が増えないような対応

がなされるごと。

④中核市(59市)の現在の検討状況では、引上げが少数であること。(引上げ8市、引下げ6市、

据置き29市、他は検討中)

・'据置き29市のうち、令和3年度の赤字見込みは19市で、そのうち財源補填は、基金8市、.一般会

計繰入れ6市、繰越金5市。

・引上げ8市のほとんどが、保険税負担率炉耐尋に占める保険税の割合)が,低い都市。(長崎市の

R元年度保険税負担率60市中10位)

ノ

6
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2 令和3年度歳入歳出予算見積総括表(事業勘定)

炊 項

1 国民健康保険税

目

1国民健康保険税

1 一般被保険者国民健康保険税

2 使用料及ぴ手数料

2退職被保険者等国民健康保険税

3 国庫支出金

歳

1国庫補助金

令和 3年度

1総務費補助金

4 県支出金

2災害臨時特例補助金

8,136,6能

1 県補助金

8,136,6能

5 財産収入

8,132; 981

令和2年度

1保険給付費等交付金

1財産運用収入

3,687

8.484,072

入

6 繰入金

4,665

8.484,072

1 利子及び配当金

8,4刀,519

1他会計繰入金

差

1一般会計繰入金

6,553

40,595,舗4

2基金繰入金

(単位:千円)

▲347,404

引

5,255

40,595,部4

▲347,404

7 繰越金

5,933

40,5飾,部4

国民健康保険財政調整基
金繰入金

'344,538

増減率(%)

8 諸収入

5,933

▲2,866

5,932

▲ 2.0

41' 389.675

1延滞金、加算金及ぴ過料

▲ 4.1

'590

41,389,675

2雑入

7

'5,932

▲ 4.1

4,386,345

41,389,675

7

'5,932

▲ 4.1

4,,159,.435

7

▲ 43.フ

▲5,932

4,159,435

ノ

▲・11.2

▲793,821

▲ 100.0

3部

226,910

'793,821

' 100.0

3訟

4,656,183

・十

226,910

'793,821

3認

4,091,907

皆減

4,091,907

4刀,054

'381

0.0

、' 1.9

564,276

ム3剖

83,042

▲,1.9

▲269,838

394,012

▲381

53,600,595

564,276

▲ 1.9

▲ 98.2

67,528

▲ 98.2

165,593

釘,528

▲337,366

▲ 98.2

75,562

'337,366

54,707,100

▲ 5.8

90,031

J

1.フ

311,.4劇

▲ 59.8

1.フ

フ,480

▲ 59陽

'1,106,505

303,981

0.0

188.1

9.9

8

337.6

合
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ラ武 項

1 総務費

目

1 総務管理費

2 徴税費

3 運営協議会費

4 趣旨普及費

5 特別対策事.業費

2 保険給付費

歳

1 療養諸費

2 高額療養費

令和3年度

3 移送費

4 出産育児諸費

5 葬祭諸費

2刀,455

3 国民健康保険事業費納付金

118,914

令和 2年度

1医療給付費納付金

98,407

出

1一般被保険者医療給付費納付金

606

8円32

266,225

2退職被保険者等医療給付費納付金

2後期高齢者支援金等納付金

39,674,934

50,596

123,012

34,095,665

1 一般被保険者後期高齢者支擾金等納付金

釘,795

差

5,464,947

2退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金

3介護納付金

(単位:千円)

胎0

引

4 保健事業費

8,668

11.230

1介護納付金

40,524,390

46,・ 220

102,112

150

'4,098

増減率(%)

34,998,026

1 特定健康診査等事業費

13,154,645

12,060

10,612

2 保健事業費

5 基金積立金

5,404,839

9,554,'714

9,鶚2,454

4.' 2

76

1 基金積立金

' 3.3

264

108i835

150

▲849,456

4,376

6 諸支出金

2,766,922

12.1

2,260

1 国民健康保険財政調整基金積立金

▲902,361

13,454,952

12,540

2,766コ90

14.3

1 償還金及び還付加算金等

9,フ71,947

60,108

3.0

9,767,6認

1 一般被保険者保険税還付金

9.5

' 2.1

833,0四

732

ム6,723

2 退職被保険者等保険税還付金

▲ 2.6

833,009

2,7刀,691

4.289

3 償還金

'300,307

2 繰出金

▲480

381,備5

2,.フ76,528

7 予備費

1.1

' 217・,233

298,962

0.0

'215,2叫

▲ 6'2

1,163

82.6船

905,314

' 3.8

▲2,029

905,314

▲ 2.2

'10,769

364,188

▲ 2.2

▲10,338

279,064

7

' 2.2

101,899

' 47.3

'431

85,124

▲72,305

・十

64,532

' 0.4

▲72,305

64,022

3能

▲ 0.4

' 37.1

17,467

388

10

19,898

3能

▲ 8.0

86,957

500

37,367

'2,431

▲ 8.0

49,590

53,600,595

10,000

▲381

48,' 697

4.8

'381

フ.1

393

' 2.9

'381

▲ 98,2

14,叫2

500

37,367

9

▲ 98.2

14,942

54,707,100

10,000

▲ 98.2

15,325

'383

17.2

30.1

▲1,106,505

31.5

▲ 97.5

0.0

0.0

0.0

' 2.0合



3、国民健康保険事業歳入歳出予算額図表(令和3年度)

一歳入一

繰入金

4,386,345千円
82%

芋

゛ナ

ミ

諸収入等

481728千円

0.99'

国民健康保険税

8,136,668千円
'

1!:
1

・7歳出一

ξ抑

式

亀小

゛ノ

气
'

ヨミ

''

ミ

'

'

ミ

゛

県支出金

40595854千円

757%'

152%

保健事業費

381,655千円
0.79、

諸支出金等

111,906千円
02%

心国民健康保険事業
費紬付金

13154645千円

24.6%

癖

气

歳入総額

卸

'汽

嘩゛

総務費

ξ*

'

゛:ι
子

2刀455千円

0.5%

芙ヂ

句

53,600,595千円

'

ミ

゛

保険給付費

39674934千円

74.0%

^

10

歳出総額 53,600,595千円

'
珪

゛
ユ
、

、
'
ジ

'
゛
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4 国民健康保険事業における補助金等の流れ(令和3年度)

①
,t・・"t1欝得l r '1野"、 11

"国・'メ、、・・・'_、'.,'1 ,、゛゛.キ、,●、冨亨' 1,畔,,'瓢,'

市一般会計

国

①

②

②

国 ー^

県

隈姦ニヲ●鰭嘩鵬"鄭遡"'1

ーー告

③

①②③

ー^
国保
特会

款

※地方交付税措置分

6

④

④

⑤

名称

国保
特会

盤安定
分ν2

保険基盤安定費
(軽減分V4 支摂分V4)

一般
会計

⑤

財政安定化支援事業分

市国保特会

ーブーーーー^ム

3年度予算(A)

⑥

出産育、児

ーー^

事務費相'当.分

国保
特会

条例

⑥

470,764

(①~④)の計

福祉医療費現物給付化
響 分影

2年度予算旧.)

1,573,956

時,金分

国

特定健康診査無料化等分

減

ーーーーーー^

681,574

免

460,417

⑤の計

4

706,410

差弓KA)ー(B)

保険給付費等交付金

1,559,431

分

68.'040

国保
特会

168.038

673,284

(単位:干円)

48,521

3

684,909

⑥の計

10,347

400,808

災害臨時特例補助金

72,520

備考

14,525

163,651

41,324

4,159,435

8,290

33,038

40,5鮖,部4

21,501

395,012

' 4,480

40,,595,854

49,585

4,091,907

4,387

一般会計
3款民生費
より受入分

41.389,675

15,4部

41,389,675

0

5,736

▲ 8,261

67,528

5,932

' 793,821

' 793,821

5,933

' 5,932

11

' 5.932

0

3
地
方
交
村
税

費
)

費
)/

定
1 4

安
援支

盤

基
擢

険
支

保
(

基
3

険
減軽 4

保
く

保
会

国
,

般
計

一
会

計
般一

会

金
度
)

制
金

助
号
助

番
補

補
税
費

.
■

費
障
整

保
ム

務
会
テ

社
ス

総
(
、
ソ

般
計

一
=



5 国民健康保険の諸状況

(1)国保の加入状況(3-2月平均)

被保険者数

区

対前年度伸ぴ率(%)

分

対前年度伸び率偶)

未就学児

般

29年度

対前年度伸び車(貼)

前期高齢者

102,フ73

対前年度伸ぴ率(%)

その他・
(義務戦育就学~65歳未満)

▲ 5.08

101,167

30年度

▲ 3.64

対前年度伸び率(鮖)

介護2'号被保険者(再掲)

退

対前年度伸び率紛

98,932

2,592

▲ 7.56

▲ 3.74

対前年度伸び率(%)

加入世帯数

45,2認

職

98,328

元年度

対前年度伸び率(%)

' 2.81

0.04

53、 2釘

うち介護2号世帯数(世帯)

95,8毅

2,392

▲ 7.72

' 6.38

' 3.08

(世帯)

対前年度伸び率偶)

45,3釘

2年度
(見込)

95,765

' 51.08

1,606

▲ 2.61

0.24

110,000

100,000

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

34,003

50,539

(人)

93,809

2,2釘

▲ 8.74

' 4.39

▲ 5.16

▲ 2.・16

(単位:人)

_____1Q2,173,{___._.{_{_、_..、__._____..__ー__._ー.___.._...___.__.ー__ー_.._____._._ー_____._、__.____ー

1 98,932 95,882
・・・'・・・・・・'・'、・・ 117

3年度
(当初予算)

66,457

45,260

93,804

▲62.39

▲ 4.12

▲ 0.30

' 2.05

604

28,7釘

31,794

48,218

▲ 7.91

2,119

92,186

' 6.50

▲.フ.35

' 4.59

▲ 1.73

64,651

45,739

92,186

' 80.63

▲ 2.72

53,287

' 1.72

117

1.06

27,巧6

20'000

10,000

0

30,043

45■46

▲ 5.67

▲ 10i 29

1,901

' 5.51

' 4.フ・1

被保険者数の推移

63,389

45,493

▲ 95.73

' 1.鮖

' 0.弘

50,539

25,849

5

28,812

44,792

' 4.81

' 4.10

、"グ'

29年度

' 2.51

62,496

づ・ノづ
".'j'

▲ 100.00

r・・ 2,592

▲ t 41

24,873

45,397

ゾ・,, JJ:^,

30年度

0

27,699

' 3.78

48,218

▲ 3.86

闇未就学児

61,6'18

' 1.40

元年度 2年度

(見込)

圏前期高齢者■その他(就学~65歳未満)'団退職

,、'多'

{,"/:.'

・ 2J392

23,999

ー、ー+"一丁】一ーー.ーー

' 3.51

45,260

45,946

庁 2,287

"':・ナ
45,739

12

・:

jノづ珍・

、ノノ、・

3年度

【当初予算)

44,792

0-

゛゛.■■'.'."

゛づ,づy
,..,''

45,493

ダ /

゛,,.
2,119

】.ー、.、

1,901

0
 
0

4
 
3

"
'
一
.
一

グノ
.
、
一
:
/

"

タ

ゞ
が
8
づ
ヅ
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、
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.
'
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・
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、

(2)医療費(療養諸費)の動向(3-2月実績)

医療費総額(千円)

区

対前年度伸ぴ率(%)

1人当たり医療費.(円)

分

対前年度伸ぴ率(%)

49,000,000

48,000,000

47,000,000

46,000,000

45,000,000

44,000,000

43,000,000

42,000,000

41,000,000

40,000,000

39,000,000

29年度

48,189,035

(千円)

▲ 2.21

48,189ρ35

468,888

30年度

47,302,471

47,302,471

＼"＼・＼"'伽,堪

3.02

▲ 1.84

478,131

元年度

46,505,764

1.97

▲ 1.能

29年度

瓢兇ゞ医療費総額

485,031

2年度
(見込)

46,505,764

45,302,852

(3)

1.44

、;

税率等の状況

' 2.59

3年度
(当初予算)

区

482,926

45,302,852

元年度30年度

^1人当たり医療費

▲ 0.43

45,372,554

所得割

分

均等.割

平等割

4921 185

^̂

0.15

課税限度額

,

(円)

500,000

495,000

490,000

485,000

480,000

475,000

470,000

465,000

460,000

455,000

450,000

29年度

所得割

1.92

均等割

8.・1%

24,800円

平,等割

18,400円

2年度

【見込)

課税限度額

30年度

540' 000円

所得割

均等割

3.0%

9.500円

3年度

(当初予算)

※令和3年度の課税限度額は据置きの方針

平等割

6,900円

J

元年度

580,000円

課税限度額

190,000円

2.3%

8,700円

4,900円

610,000円

2年度

160,000円

^^^^^^^^ー^^^

3年度
(見込)

630,000円

ーーーーーーーーーーーー■

ーーーーーーーーーーー,

ーー・ーーーーーーーーー島

一「一ーーーーーーーー,

170,000円

ーーーーーーーー』一ー,

ーーーーーーーーーーー^

ーーーーーーーーーーι,

13

ーーーーー』・ーーーー島

基
礎
分

後
期
高
齢
者

支
援
金
等
分

介
護
納
付
金
分



(4) 課税の状況(現年課税分)

調定額(千円)

区分

対前年度伸び率(%)

基礎分(千円)

対前年度伸び率御

後期高齢者支援金等分(干円)

29年度

対.前年度伸び率偶)

介護納付金分(千円)

9,2備,681

1人当たり調定額(円)

対前年度伸び率偶)

▲ 4.07

6,200,538

30年度

対前年度伸ぴ率偶)

基礎分(円)

'" 3.81

8,911,490

2,306,057

対前年度伸び率偶)

後期高齢者支援金等分(円)

' 3.20

6,021,620

▲.3.47

元年度

699,086

対前年度伸び率(%)

介護紬付金分(円)

▲ 2.89

8,582,278

2,230,・176

▲ 8.18

、

89,573

対前年度伸び率(%)

▲ 3.69

5,817,448

▲ 3.29

' 4.07

2年度
(見込)

659,694

60,332

(5)収納率の動向

8,' 481i 071

▲ 3.39

2,148,270

▲ 5.腿

' 3.81

90,0刀

22,438

3年度
(当初予算)

' 1.18

現年課税分

' 3.釘

5,758,239

' 3.47

616,560

0.56

60,866

区分

20,560

8,233,626

' 1.02

2,121,7飾

▲ 6.54

' 8.18

基礎分

0.能

対前年度比

89,509

22,543

' 2.92

5,590,475

▲ 1.23

▲ 0.63

601,0釘

後期高齢者支援金等分

0.46

60,673

20,749

対前年度比

▲ 2.91

2,071,361

' 2.51

▲ 0.32

29年度

介護納付金分

90,413

0.92

2Z 405

対前年度比

▲ 2.38

滞納繰越分(全体分)

' 0.61

91.39%

571,790

1.01

、

61,386

20,523

対前年度比

' 487

0.58

30年度

' 1.09

91.90%

1.17

89,315

22,619

対前年度比

▲ 1.21

0.64

91.85%

91.03%

0.95

60,643

20,862

0.46

' 1.21

0.42

元年度

92.33%

朋.0乳

1.飾

22,469

0.43

',0.66

91.66%

0.47

91'.53%

29.49%

' 0.19

20,643

2年度
(見込)

0.50

' 1.05

92.13%

1.81

那.49%

' 0.20

91.・62%

0."

91.40%

29.51%

▲ 0.04

▲ 0.13

3年度
(当初予算)

、

92.・12%

0.02

88.14%

' 0.01

' 0.35

91.79%

91.28%

29.66%

▲ 0.12

0.17

0.15

92.21%

88.08%

▲ 0.06

0.09

91.59%

29.17%

▲・ 0'.49

0.31

14

88.47%

0.39

29.22%

0.05



6 令和3年度国民健康保険事業特別会計予算説明資半*事業勘定)

(1)歳入

第1款

国民健康保険税

款

一般被保険者国保税現年課税分

一般被保険者国保税滞納繰越分

第2款

使用料及び手数料

一般被保険者国保税計

退職被保険者等国保税現年課税分

退職被保険者等国保税滞納繰越分

退職被保険者等国保税計

第3款

国庫支出金

3年度(A)

国民健康保険税合計

フ,557,995

国民健康保険税督促手数料等

574.986

8,132.981

2年度(B)

明

フ.874,399

(単位:千円)

国庫補助金

3,卵4

603.120

3

差弓KA)ー(B)

8,4刀,519

3,6釘

8,136,668

▲ 316.404

国庫支出金計

▲ 28.134

3年度(A)

3年度(A)

6,550

▲ 344,538

3

6,553

8i 484,072

8,136,668

4,665

' 2,866

2年度(B)

2年度(B)

' 2,866

0

3年度(A)

'・347,404

8,484,072

5,2弱

(単位:千円)

(単位:千円)

差弓KA)ー(B)

差弓KA)ー(B)

2年度(B)

' 590

' 347,404

5,933

(単位:千円)

差弓KA)ー(B)

5,933

4,665

' 5,932

' 5,932

5,255 ▲ 590

5,933 ▲ 5,932

説

引



第4款

県支出金

炊

県補助金

【県補助金の内訳】

保険給付費等交付金

普通交付金

特別交付金

原爆被爆者分

結核・精神病分

3年度.(A)

直営診療所分

保険者努力支援分

40,595,854

特定健康診査等負担金分

県2号繰入金分

3年度(A)

その他

2年度(B)

明

*保険給付費等交付金

平成30年度の国保都道府県単位化に伴い創設された交付金で、国保法第75条の2に1
基づき都道府県から交付されるもの。

0普通交付金

保険給付費のうち、療養給付費・療養費・高額療養費・移送費・審査支払手数
料(医科・歯科,・調剤・訪問看護)に要する費用の全額が交付される。

0特別交付金
特別な事情を考慮したり、医療費適正化など積極的な取り組みを評価したりす

ることにより交付される。

40,595,舗4

41,3的,675

39,549,97フ

1,045,8刀

(単位:千円)

差弓KA)ー(B)

2年度(B)

11,797

41,3的,675

439,397

' 793,821

40,391,9叫

37.367

(単位:千円)

3年度(A)

181.408

差ぢKA)ー(B)

997,681

101,020

94.578

107.641

' 793.821

40,595,854

304.453

167,247

▲ 842,017

、

37,367

174,870

2年度(B)

48.,196

▲ 82,781

100,514

112,899

134,944

41,389,.675

173;000

(単位;・千円)

差弓KA)ー(B)

6,538

0

' 5,258

506

' 5,753

▲ 793,821

昌
昌

お



第5款

財産収入

炊

第6款

繰入金

国民健康保険財政調整基金利息

説

保険税軽減分(医療分、支援金分)

保険税軽減分(介護分)

保険者支援分

ア保険基盤安定費繰入金計

3年度(A)

小計

財政安定化支援事業分

出産育児一時金分

事務費相当分

7

3年度(A)

2年度(巳)

特定健康診査無料化等分

明

条例減免分

1,664,432

福祉医療費現物給付化影響分

120,333

(単位:千円)

1,784,765

イ

3認

差弓KA)ー(日)

2年度(B)

その他一般会計繰入金計

①一般会計繰入金計

941,529

2,726,294

1,646.470

3年度(A)

②国民健康保険財政調整基金繰入金

' 381

3年度(A)

(単位:千円)

125.827

1,刀2.297

差弓1(A)ー(B)

706,410

920,835

2,693,132

68,040

繰入金合計

168,038

2年度(B)

17,962

(ア+イ)

' 5,494

41,324

2年度(B)

7

48.521

12,468

能4,909

400.808

1.433.141

20,694

4,386,345

72,520

(①+②)

差弓KA)」(B)

33,162

163,651

4.・159,435

(単位._千円)

49,585

差弓KA)ー(B)

388

33,038

21,501

3鮖,072

' 4,480

1,398,7乃

226,910

4,656,183

4,386.345

4,3幻

' 8,261

4,091,907

▲ 381

15,483

564,276

5,736

34,366

▲ 269,838

4,656,183

67.528

' 337,366

' 2的,838

マ



第7款

款

繰越金
.ノ

第8款

諸収入

前年度繰越金

抗

延滞金等

第三者納付金等

一般会計借入金

歳入合計

*一般会計借入金
令和3年度予算の収支不足を補填するための一般会計からの佶入金

3年度(A)

諸収入合計

3年度(A)

2年度(B)

明

83; 042

(単位:千円)

85.981

差ぢKA)一旧)

308,031

2年度(B)

4刀,054

75,562

3年度(A)

(単位:干円)

90,031

差弓KA)ー(B)

0

165,593

0

フ,480

' 4,.050

2年度(B)

308,031

311,461

4刀,054

(単位:千円)

差弓KA)ー(B)

165,593

0

53i 600,595

31 1,46'1

54,707,100 ▲' 1,106,505

嵩



(2)歳出

第1款

炊

総務費

第2款

保険給付費

総務費

療養諸費

療養給付費

第3款

国民健康保険
事業費納付金

療養費

審査支払・レセプト電算処理システム手数料

高額療養費

移送費

3年度(A)

出産育児諸費

葬祭諸費

27フ,455

3年度(A)

2年度旧)

保険給付費合計

34,095,665

明

医療給付費納付金

33,680,288

266,225

後期高齢者支援金等納付金

(単位:千円)

介護納付金

316,185

差ぢKA)ー(B)

2年度(B)

国民健康保険事業費納付金合計

羽,192

5,464,947

34,998,026

1*国民健康保険事業費納付金

平成30年度の国保都道府県単位化に伴い、県の特別会計において負担する保険給付費1
等交付金の交付に要する費用や前期高齢者納付金等国民健康保険事業に要する費用に充1
てるため、国保法第75条の7に基づき市町村が都道府県に納付するもの。厚生労働省 1
が定めたガイドラインに従い県が計算する。

34.,507,071

11,230

(単位:千円)

3年度(A)

102,112

差弓KA)ー(B)

巧0

387,2部

39,674,934

12,060

103,釘0

5,404,839

' 902,361

▲ 826,783

2刀,455

3年度(A)

▲ 71,100

108,835

150

2年度(B)

9,554i 714

40,524,390

▲ 4,478

12,540

2,766; 922

39,674,934

60,108

13i 154,645

833,009

2年度(日)

266,225

' 6,723

(単位:千円)

差弓KA)ー(B)

9,フ71,947

' 849,456

0

' 480

2,7刀i 691

40,524,390

(単位:.千円)

差弓KA)ー(B)

13,454,952

905,314

11,230

▲ 217,233

' 10,769

' 72,305

' 849,456

▲.300,307

13,154,645 13,454,952 ▲ 300,307

説

益



第4款

保健事業費

ラ次

特定健康診査費

説

特定保健指導費

特定健康診査受診率向上対策費

事務費

特定健康診査等事業費計

保健衛生普及費

疾病予防費

3年度(A)

人間ドック健診費

第5款

基金積立金

歯科健診費

生活習慣病予防対策費

245,536

はり、きゅう施術費

2,663

2年度(B)

第6款

諸支出金

11,172

明

39,591

保健事業費計

298,962

227,238

3年度(A)

(単位:千円)

保健事業費合計

差ぢKA)ー(B)

2,601

11,830

27,,968

国民健康保険財政調整基金積立金

37,395

32,760

279,064

2年度(B)

24,503

18,298

3年度(A)

1,452

償還金及び還付加算金等

' 658

6,805

62

28,424

21,965

2,196

32,254

保険税還付金及び還付加算金

差弓KA)ー(B)

381,6郭

82,693

19,898

24,392

償還金

繰出金(直営診療施設勘定分)

2年度(B)

381,655

1,448

6.414

' 456

3年度(A)

24,446

85,124

諸支出金合計

364,188

506

(単位:干円)

差弓KA)ー(B)

111

364,188

▲ 2,481

3年度(A)

4

7

391

2年度(B)

▲ 2,431

64,532

17,467

17,467

叫.032

(単位:千円)

388

差弓KA)ー(B)

2年度(B)

37,3釘

500

101,899

49,590

▲ 381

(単位:千円)

49,090

差弓KA)ー・(B)

37,367

500

86,957

14,942

14,942

7

0

101,899

14,942

0

3認

86,・957

' 381

14,942

谷



第7款

款

予備費

歳出合計

予備費

3年度(A)

10,000

2年度(B)

明

10,000

(単位:千円)

差弓KA)ー(B)

3年度(A)

0

10,000

2年度(B)

53,600,595

10,000

(単位':千円)

差弓1(A)ー(B)

54,707,100 ' 1,106,505

0

説

曽



7 令和3年度長崎市国民健康保険事業について

(1)主な取組み

ア保険給付事業

(ア)療養の給付

8 害10'給付割合義務教育就学前

義務教育就学から70歳未満 7割

70歳以上75歳未満※8害IK現役並み所得者は7割)

(イ)療養費の支給

旅行先での急病等で被保険者証を使用せず現金払いをしたとき

コルセットの代金、柔道整復師の施術を受けた場合等

(ウ)高額療養費の支給

a 医療費の自己負担限度額

70歳未満のかた

44,400円

24,600円

ア

区分

市県民税の課税世帯
(年問所得901 万円を超え.る世帯)

イ
市県民税の課税世帯
(年問所得・600万円超~901 万円
以下の世帯)

ウ
市県.民税の課税世帯
(年問所得 210万円超~600 万円
以下の世帯)

自己負担限度額(月額)

252i600円

(医療費が・842,000円を超えた

場合は超えだ分の 1%を加算)

工

3 回目まで

市県民税の課税世帯
(年間所得210万円以下の世帯)

オ

167,400円

(医療費が558,000円を超えた

場合は超えた分の 1%を加算)

市県民税の非課税世帯

4回目以降

※C

80,100円

(医療費が267,000円を超えた

場合は超えた分の 1%を加算)

140,100円

57,600円

93,000円

22

35,400円

44,400円

0
0



70歳以上のかた

(a)個人単位での自己負担額にっいて、限度額囚を適用。
(b)世帯単位での自己負担額にっいて、限度額回を適用。
(C)(a)(b)の限度額超過分を合算した額を支給。

※入院時の窓口での自己負担額は限度額回まで。

区分

(高齢受給者証負担割合)

現役並み

Ⅲ

3

15,000円

市県民税の課税所得
690 万円以上

現役並み

Ⅱ

害"

外来

【個人単位・】

囚

市県民税の課税所得
380 万円以上

690 万円未満

現役並み

外来+入院【世帯単位】

回

252,600円

(医療費が842,000円を超えた

場合は超えた分の 1%を加算)

2

市県民税の課税所得
145 万円以上

380 万円未満

3回目まで

一般

167,400円

(医療費が5舶,000円を超えた

場合は超えた分の 1%を加算)

害11

市県民税の課税所得

M5万円未満等

Ⅱ

4回目以降

※C

80,100円

(医療費が267,000円を超えた

場合は超えた分の 1%を加算)

イ

市県民税の
非課税世帯(※ 1')

※1

※2

、

「Ⅱ」とは、世帯主及ぴ同一世帯の国保被保険者全員が住民税非課税の世帯に
属する70歳以上75歳未満の国保被保険者

「1」とは、世帯主及ぴ同一世帯の国保被保険者全員が住民税非課税で、かつ'

世帯の所得金額がない世帯に属する70歳以上75歳未満の国保被保険者

140,100円

市県民税の

非課税世帯(※2)

18,000円

b 世'帯

93,000円

8,000円

57,600円

8,000円

算

44,400円

同じ世帯で、同じ月に、 70歳以上75歳未満の人

(後期高齢者医療制度の適用を受ける者を除く。)は

全ての負担、 70歳未満の人では個人単位で1つの医

療機関"毎に各21,000円以上の負担が複数あった

場合、その額を合算して70歳未満の人の自己負担限

度額を超えた分を支給する。

23

44,400円

24,600円

合



C 高額療養費多数

該当世帯の特例

過去'12か月間に、ひとつの世帯での該当が4回以

上あった場合は、 4回目以降の限度額を超えた,分を支

給する6

(例:令和3年4月受診の場合、過去12か月間は

令和2年5月分から)

県内の他市町への転出および転入、市内問転居の際

に世帯の継続性力皓忍め・られる場.合はL該当回数は引き

継.ぐ・6<70~74歳のみで構成される世帯について

は、「外来'(個人ごと)」、の自己負担限度額のみにより

支給を受けた回数は算入しない。)

※ a医療費の自己負担限度額参照

d 75歳到達月の

特例

e 県内異動者の特例

月の途中で75歳になる人(1日生まれを除く。)

の自己負担限度額は、通常の2.分の1の額とする。

平成30年4月以降、県内の他市町へ異動した者に

つぃては、高額療養費の多数回該当を世帯主が引き継

ぐ。

また、'世帯が継続される場合は、転居月の高額療養

費にっいて、転出地の市町及び転入地の市町それぞれ

自己負担限度額が本来の2分の1に、75歳到達前に

県内の他市町へ異動した者につ.いて.は、転出地の市町

及び転入地の市町それぞれ自己負担額が本来の4分

の 1 になる。

f 外来年間合算 70歳以上のかた.のうち、基準日時点(毎年7月3

1日の高額療養費の区分が一般または低所得の区分

で、前年の 8.月1 臼から 7月3 1日までの 1年間に

外来診療で支払った医療費が144,000円を超

える場合に支給する。月額の高額療養費の支給があ

る場合は、外来年間合算の支給額には含まれない。

24



、

g 長期高額疾病

(エ)'高額介護合算療養費

医療保険制度の高額療養費の算定対象世帯において、'介護保険受給者が存在

する場合、医療と介護の前年の8月1日から7月31日までの・期間に支払った

自己負担額を合算し、一定の限度額を超える額を支給する。

a 医療費および介護費の自己負担限度額

血友病、人工透析を必要とする慢性腎不全などの長

期高額疾病に.うぃては、'高額療養費の 1か月の自己負

担限度額は 1 0,000円とする。(70歳未満の人

工透析をしている上位所得者は20,' 000円)

ア
市県民税課税世帯

(年間所得901万円を超える世帯)

イ

市県民税課税世帯

(年間所得 600万円超~901'万円以下の

世帯)

ウ

市県民税課税世帯

(年間所得.201,万円超~600,万円以下の

世帯)

工

オ

市県民税課税世帯

(年間所得210万円以下の世帯)

2,

現役並み所得者

市県,民税非課税世帯

1 20,0.00円

市県民税の課税所得

的0万円以上

, 410,000円

市県民税の課税所得

380 万円以上 690万円未満

市県民税の課税所得

145 万円以上 380万円未満

670,000円

般
市県民税の課税所得

145万円未満等

Ⅱ

600,000円

340,000円

2,120,000円

市県民税非課税世帯

, 410,000円

670,000円

25

56.0,000円

310,000円

190,000円

ル
歳
未
満
の
方

元
歳
以
上
乃
歳
未
満
の
方



(オ)移送費の支給

重病人の入院・転院等で移送代がかかったときに支給する。支給額は、もっと

も経済的な通常の経路及び方法によって移送された場合の費用として算定され

た額となる。

(カ)出産育児一時金の支給

(キ)葬・祭費の支給

(ク)入院時食事療養費標準負担額(1食あたり)

一般(下記以外の方)

住民税非課税世帯

Ⅱ

1件 420,.000円.'まナニは 404,000円

(ケ)療養病床に・入院する65歳以上の方の居住費(光熱水費相当額:1日あたり)

1件 20,000円

過去 12か月

の入院日数

医療区分1※1

医療区分ⅡⅢ※2

(医療の必要性の高い方)

90日までの場合

90・日を超える場合

※1

※2

医療区分ⅡⅢに該当しない者

医療区分Ⅱ:筋ジストロフィー・パーキンソン病関連等

医療区分Ⅲ:スモン・医師及び看護師により、常時監視管理を実施している状態

難病患者

(コ)海外療養費の支給

海外渡航中の病気・ケガなどで現地の医療機関で診療を受けた場合に、帰国後、

当該療養に対し療養費を支給する。

370円

4'60円

2 10円

ノ

160円

0円

100円
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イ 事業運営安定化事業

(ア)収納対策事業

日滞納整理方針に基づき、'目標収入率を設定し、確実な進行管理のもと収入

率の向上.を図る。

b 納付お知らせセンターによる滞納者への紬付勧奨及び納付指導員による電

話催告・納税勧奨を実施し、新たな滞納の未然防止及び滞納の早期解消を図

る。

C 滞納者へ交付する短期保険証及び資格証明書の適正化を図り、'これらを有

効活用し、折衝機会及び納税の確保を図る。

d 高額または悪質滞納者への対応として、差押等、自力執行権の積極的な行

使を含む滞納整理を図る。

e 差し押えた不動産及び動産については、インター才、、ソト公売を活用する6

f 口座振替の加入を促進するため、「ペイジャロ座振替受付サービス(キャッ

シユカードと暗証番号による口座振替申込み)」事業を実施。また、滞納者に

ついても・、窓口等における接触の機会をとらえ口座振替の推進を図る。

底スマートフォンを利用したクレジツトカードやインターネットバンキング、

決済アプリによる収納を実施し、納付の利便性及び収入率等の向上を図る。

(イ)医療費適正化事業

レセプト点検(資格審査・内容審査・縦覧点検)の充実強化を図る。

第三者行為求償事務の徹底強化を図る。

国保連合会と連携した医療費分析の充実を図る。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)の利用促進を図る。

誤処方を防止し、適切な服薬を促進する。e
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(ウ)保健事業

医療、保健L 福祉との連.携を密にし咋劇呆険者の健康づくり」を推進する。

【主な事業内容】

a.特定健康診査・特定保健指導

(予算額 287,790千円、・前年度当初予算額 267,234千円)

医療費適正化を図るナこめ、メタボリックシンドロームに着目し、'この該当

者及び予備群を減少させ、生活習慣病の発.症や重症化.を予防することを目的

に実施する。

区分

特定健康診査

特定保指導

b 特定健康診査受診率向上対策事業

(予算額 11,・172千円、前年度当初予算額 11,.830千円)

特定健診の受診率向上を図るため、周知・広報事業を実施する。具体的に、

テレビ CM"'テレビパブリシティによる周知啓発、電車車体広告、新聞広告、

受診勧奨ハガキなどによる受診勧奨を実施する。

また'、'医療機関より特定健診未受診者の医療.情報の提供を受け、受診率の

向上につなげる「医療情報提供事業」を実施する。

対象者見込

73,447 人

2i537 人

実施見込

25,706 人

C 生活習慣改善事業

(予算額 1,313千円、前年度当初予算額 1,192千円)

公民館等において生活習慣病予防のため健康料理教室を行う。

(市内 7 力所、 3 回シリーズを 8 回開催予定)

、

1,101人

実施率見込

35.0%

d 訪問相談事業(予算額 3,498千円、.前年度当初予算額 3,289千円)

重複多受診者やドック受診者に対するケアとして保健師.訪問相談を実施する。

信方問予定 160人)

43.4%

日"人間ドック・脳ドック健診費助成事業

(予算額 24,503千円、前年度当初予算額 24β92千円)

健診費用に対して一律 17,000円を助成する。(補助対象人員 1,.400 人)
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f 歯科健診費助成事業(予算額 1,452千円、前年度当初予算額 1,448千円)

歯科医師会の歯科医院で歯科健診を実施し、費用の約9割を助成す.る。(補

助対象人員 150 人)また、一部の特定健診集団健診会場において、・歯手斗健診

を無料で実施する。

底 エイズパンフレット配付事業

(予算額 176千円、前年度当初予算額'176千円)

エイズ予防.に関す・る知識の普及・啓発のため、'エイズパンフレット,4,000

部を配付する。

h'はり・きゅう施術費助成事業

(予算額" 21,763千円、前年度当初予算額 24,209千円)

被保険者の末梢神経疾患及び運動器疾患について、はり・きゅう施術を行

つた場合、施術費の一部を助成する。助成額は1術・2術ともに 1 回 700円、

1月5 回を限度とする。

禁煙サ,ポート事業(予算額 165千円、前年度当初予算額 165千円)

禁煙希望者(15名)を公募し、禁煙支援に使用するニコチンパッチ4週間

分を、薬局を通じて支給する。

糖尿病性腎臓病重症化予防対策事業

(予算額 6,640千円、前年度当初予算額 6,249千円)

慢性腎臓病(CKD)及び糖尿病性腎臓病.等の患者に対して、管理栄養士

による保健指導を行う.。また、重症化予防・人工透析への移行防止として、

ハイリスク者に対する保健指導及び未受診者や治療中断者等に通知や面談な

どによる受診勧奨を行う。

(エ)啓発事業

市民に対し、制度の周知徹底や紬付意識、医療費に対する関心の高揚を図る。

【事業概要】

a 国民健康保険特集号を作成し、.全世帯へ配付する。

b パンフレットの配付を行うと同時に、随時、テレビ等のマスメディアや広報

紙等を積極的に活用していく。

0 県下全市町村の共同事業にょりテレビスポットを作成し放送する。

d 全被保険者を対象に、年6回医療費通知を送付する。
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